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令和６年４月より下記の３品目を対象に貸与と販売の選択制

が導入されます。

・スロープ

・歩行器

・歩行補助つえ
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販売における支給対象品目

3



一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入



一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入



福祉用具購入費支給申請書の様式変更について



支給申請時の福祉用具サービス計画書について①

• 選択制の福祉用具を購入する際は、福祉用具サービス計
画書の選定理由欄に貸与ではなく購入を選択した理由を
記載してください。

• 長期間レンタルするよりも、購入した方が利用者負担を
抑えられる

• 心身の状態が安定しており、短期的な状態の変化の可能
性が低いと見込まれる

など



支給申請時の福祉用具サービス計画書について②

• 選択制の対象福祉用具を購入する際は、福祉用具サービ
ス計画書の利用者の同意欄における確認項目に、選択制
の対象福祉用具に関する説明及び情報の提供を行った旨
を記載すること。



重要 「視聴後アンケート」について

今後のより良い運営に活かすため、 「視聴後アンケート 」の

回答に、ご協力よろし くお願いします。 (〆切R６ . 4 . 3 0 )

茨木市 健康医療部 長寿介護課


